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はじめに
今回紹介する事例は、東日本大震災の津波被
害により廃止されたと認識していた防火対象物
（甲ビル）に新たなテナントが入居し、屋上部分
に増築、更に一般住宅であるＢ宅と接続し、自
動火災報知設備未設置違反が発生していること
を覚知したため、立入検査後に違反処理に移行
し違反が是正された事案である。また、違反是
正後に火災が発生したが、自動火災報知設備を
設置していたことから火災を早期に発見し、人
命危険を排除することができた。

防火対象物の概要
名称：甲ビル・Ｂ宅
〈甲ビル内〉
１階：集会場・物品販売店舗　　
２階：理容院・占有者（理容院）住宅
３階：Ａ氏住宅
４階（増築部分）：Ａ氏住宅
〈Ｂ宅〉Ｂ氏の自宅
用途：（16）項イ　※震災前の用途も複合用途
構造等：�その他（RC造・一部Ｓ・Ｗ・CB造）�

地下１階・地上４階建て

気仙沼みなとまつり「海上打ち上げ花火」（撮影者：有働貴暁）
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延べ面積：772.21㎡
違反指摘事項：自動火災報知設備未設置違反
立入検査経過：�平成17年、平成20年、平成21年、

平成22年
※�いずれも立入検査結果通知書で自動火災報知設備未
設置違反を指摘している。

関係者情報
甲ビル：所有者Ａ（東京都ａ区在住）
	 代理人Ｄ（Ａの妻、東京都ｂ区在住）
	 管理者Ｃ（Ａの息子、千葉県在住）
	 �有限会社乙（所有者Ａが代表取締役を

務める会社）
	 �占有者：テナント（集会場・物品販売

店舗・理容院）
Ｂ宅：	 所有者Ｂ（Ｄの叔母）
※Ｂ以外は各々遠方で別の場所に居住している。

立入検査の実施
平成30年１月に甲ビルにテナントが入居して
いることを覚知し、立入検査を実施しようとし
たところ、旧台帳情報に記載されていた所有者
と連絡が取れなかったことから、各テナント部分
のみの立入検査を実施した。立入検査の結果、
各テナントの使用形態等を把握すると同時に、
甲ビルとＢ宅の接続及び３階建ての甲ビルに４
階部分が増築されている事実を確認した。

名宛人の把握等
テナントから管理者がＣであると聴取し、Ｃ
へ連絡したところ、所有者はＣの父であるとの
こと。聴取内容を基に住民票及び各種登記事
項証明書を取得し、下記のとおり所有者が判明
した。
○甲ビル所有者
・Ａ及び有限会社乙
○Ｂ宅所有者
・Ｂ
なお、建物登記では、Ａが甲ビルの所有者と
記載されていたが、住民票が既に除票されてお
り、過去には甲ビルに居住していたが、現在のＡ

の所在を確認することができなかった。
そのため、ＣにＡの住所を確認したが、「Ａの
許可がないため、答えることはできない。」との
こと。ＣにＡの代理人になっているかを確認し
たところ、「代理人ではないが、なることは可能
であり、必要であれば委任状を作成する。」との
回答があった。
 
代理人の選定
⑴弁護士相談事業の活用
委任状を利用した書類について弁護士へ相談
を行った。

 

⑵「Ａ代理人Ｃ」→「Ａ代理人Ｄ」に変更
弁護士相談事業の回答を基に委任状での対応
を進めていたところ、Ｃから事情を聞いたＤから
連絡があり、ＤがＡからの委任を受けるという
意思が示されたため、息子よりも妻を優先すべ
きとの考えから委任状についてＡ及びＤが署名
及び押印の上、提出するよう指導し、名宛人の
一人を「Ａ代理人Ｄ」で対応する方針とした。
また、親族である所有者Ｂを立会人とする甲
ビルのＡ氏住宅部分の立入検査について承諾を
得た。

相談内容 弁護士からの回答

Ａと連絡がとれない
状況でＣから提出さ
れた委任状は、有効
と認められるか。

Ａが印鑑登録している実
印を押印し、印鑑登録証
明書を提出してもらうこ
と。可能であれば、電話で
意思確認を実施すること。
拇印は、押印の有効性につ
いて争われた際に、指紋鑑
定の協力を得ることが難し
いため、印鑑を押印するこ
とが望ましい。

名宛人をＡとし、文
書の送付先をＣとし
て郵送した場合、意
思表示の到達はＣ
に到達した時点とな
るか。

名宛人を「Ａ代理人Ｃ」
とし、Ｃに送付することで、
Ａにも効果が及ぶ意思表
示の到達は、Ｃに到達した
時点となる。
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され消防本部として受理。報告書には、平成30
年９月末までに自動火災報知設備の設置を計画
している旨の内容が記載されていた。

指示書の交付
９月末までに自動火災報知設備の設置に向け
た動きがないことから、10月に各所有者に指示
書を交付。指示書の履行期限は、平成31年２月
までとした。
※�当該指示書は、当時の当本部違反処理規程に基づき警
告書の前段として交付したもの。

代理人の解任
違反是正に向けて協議を進めていたところＤ
と音信不通になり、Ｃから状況を聞いた所有者
Ａから連絡があった。Ａは、Ｄを代理人として
選任していたが、Ｄから各書類が手渡されてい
ないこと、消防との協議内容について一切の説
明を受けていないことから、代理人Ｄを解任し、
今後は、Ａ本人が直接文書を取り交わすと申し
出があった。

警告書の交付
平成31年２月、指示書の履行期限を超過した
ため、警告書を交付した。
○警告事項
平成31年６月までに、建物全体に自動火災報
知設備を設置すること。

警告書の効果
警告書交付から１カ月後の平成31年３月、状
況は劇的に好転した。Ｃが設備業者へ自動火災
報知設備の設置を依頼したという連絡があり、
後日、消防設備業者と消防側で設置要領につい
て協議、同年５月に着工届出が提出された。こ
の時本職は警告書の効果を強く実感した。

命令書の留保
令和元年６月、ＡとＢが設備業者と契約し、
着工届出を受理したことから、現状を踏まえ命
令書の交付を留保した。

建築部局との合同査察
平成30年３月、宮城県気仙沼土木事務所と合
同査察を実施し、建築部局としても甲ビルとＢ
宅の接続及び甲ビルの増築を確認した。

立入検査結果通知書の交付・改修計画報告書
の受理
⑴立入検査結果通知書の交付
所有者Ｂ　：直接交付
Ａ代理人Ｄ：配達証明郵便にて交付
各テナント占有者：�違反内容が固定設備である

ことから口頭により違反事
実を説明した。

⑵公表制度の運用開始に伴う立入検査
平成30年４月に違反対象物の公表制度が開
始されたことから、再度立入検査を実施し、前
回と同様の手段で各所有者に立入検査結果通知
書及び公表通知書を交付した。
⑶改修計画報告書の受理
その後、各所有者から改修計画報告書が提出

使用した委任状
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自動火災報知設備の設置
令和元年６月には設置届が提出され、消防検
査において、地階以外の全ての階に自動火災報
知設備が設置されているのを確認した。
地階については、震災以降雨水等が滞水して
おり、使用が不可能な状況であったことから、「ス
ケルトン状態の防火対象物に係る消防法令の運
用について」（平成12年３月27日付け消防予第74
号）を参考に令和２年３月に消防法施行令第32
条を適用し、自動火災報知設備の設置を免除す
ることとし、甲ビル及びＢ宅の違反は全て是正
された。
本違反処理は、建物構造及び使用状況が複雑
であること、また関係者が遠方在住で連絡調整
に苦慮する等、当本部として経験のない複雑な
事情を含んでおり、試行錯誤を重ねながら進め
た事案であった。違反処理を進めていく中で、
関係者から厳しい言葉を浴びせられることもあっ
たが、根気強く法令違反の重大性、消防用設備
等の有効性を説明し理解してもらうことで、法
令違反を是正することができた。

深夜に火災発生
令和２年12月の深夜に甲ビル１階の物品販売

店舗から火災が発生した。
Ｂ宅３階に就寝中であったＢは、自動火災報
知設備の音響装置の音で目を覚まし、屋外に設
置してある受信機を確認しに行く途中で、１階
物品販売店舗内に炎を確認。Ｂは早期に119番
通報を実施した。出火原因については、キャン
ドル製造販売店でろうそくに火を点けたまま、
従業員が帰宅してしまい、ろうそくの火が周り
の可燃物に燃え移ったものである。
「もし、自動火災報知設備が設置されていな
かったら…」
「延焼が拡大し、Ｂ宅まで火が回っていたら…」
あの時、違反処理に一歩踏み出せたことが、人
命救助につながったと強く感じた事案であった。

おわりに
今回の事案は、違反処理の重要性を再認識し
た事案であり、当消防本部職員の予防業務に対
する意識の向上につながる非常に貴重な経験と
なった。今後も、知見を蓄積し、予防業務のさ
らなる推進を図り、地域住民を火災から守って
いきたい。

地階の状況 現場の状況


